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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
方形状のセラミック基板の両面に導体パターンを接合形成してなる絶縁基板を用いた半導
体装置において、
　前記セラミック基板のうら面側の導体パターンは、四隅コーナー部に前記セラミック基
板の対角線に交差して該導体パターンを横切るスリットが形成されたものであって、前記
セラミック基板のおもて面側の導体パターンとここにマウントした発熱部品との間、およ
び前記セラミック基板のうら面側の導体パターンと金属ベースとの間をはんだ接合してな
る半導体装置。
【請求項２】
請求項１に記載の半導体装置において、前記スリットは、前記裏面の導体パターンの辺の
コーナー部から２ｍｍ以上１０ｍｍ未満の位置から設けられていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項３】
請求項２に記載の半導体装置において、前記スリットの幅寸法が０．５ｍｍ以上２．１ｍ
ｍ未満であることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、絶縁基板上にパワー半導体素子を搭載した半導体装置に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
　まず、頭記した半導体装置として、パワー半導体モジュールの組立構造例を図１０，図
１１に示す。図において、１は放熱用の金属ベース（例えば銅板）、２は金属ベース１に
搭載した絶縁基板、３はパワー半導体素子などの発熱チップ部品（以下「シリコンチップ
」と呼称する）であって、絶縁基板２の上面にマウントされている。パワー半導体素子は
、ＩＧＢＴ，ＦＷＤ（フリー・ホイーリング・ダイオード）などである。４は前記パワー
半導体素子などで構成される主回路の外部導出端子、５はボンディングワイヤ、６は外囲
樹脂ケース、７は上蓋、８は封止樹脂、９はゲル状充填材である。
【０００３】
　ここで、絶縁基板２は、方形状のセラミック基板１０のおもて，うら両面に直接接合法
（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）、あるいは活性金属接合法（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍｅｔａ
ｌ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）など手法によって、銅あるいはアルミニウム箔の導体パターン１１
，１２を接合した構造である。絶縁基板２のおもて面側の導体パターン１１を回路パター
ンとしてシリコンチップ３をはんだマウント、うら面側の導体パターン１２と金属ベース
１との間をはんだ付けして伝熱的に接合している。なお、１３ははんだ接合部のはんだ層
を示す（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、後述するように、はんだ接合部に加わる熱ストレスによってはんだ接合部に生じ
た亀裂を成長し難くするために、絶縁基板にマウントする発熱部品であるＩＧＢＴの配置
を工夫することが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
【特許文献１】
　　　　　特開平１０－２７０６１２号公報（第１頁）
【特許文献２】
　　　　　特開２００２－７６２５６号公報（段落００２９、図３）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　上記したパワー半導体モジュールは、使用環境の苛酷さや動作温度の変化に対応して長
期信頼性の確保が求められている。これに対して、先記したパワー半導体モジュールの主
要部は熱膨張係数の異なる部材をはんだ接合した積層構造になる。このために、使用環境
からくる温度サイクル，およびモジュールの実稼働に伴うシリコンチップ３の発熱により
、はんだ接合部に過酷な熱ストレスが加わる。この場合に、はんだは絶縁基板２などの他
の部材に比べると溶融温度が３００℃以下と低くいことから熱ストレスの影響を受け易く
、はんだ接合部の疲労寿命がパワー半導体モジュール全体の信頼性，寿命を大きく左右す
る。
【０００７】
　すなわち、図１２で表すように被接合材Ａ（熱膨張係数αＡ　）とＢ（熱膨張係数αＢ
　）との間をはんだ接合すると、被接合材Ａ，Ｂの熱膨張係数差により発生する熱応力に
よりはんだ層にはせん断歪みが発生する。そして、このせん断歪みが塑性領域に達すると
はんだが塑性変形を繰り返し、ある時点ではんだ亀裂Ｃが発生し、さらに発生したはんだ
亀裂Ｃが次第に成長するようになる。
【０００８】
　この場合に、図１１に示したモジュール組立構造においては、金属ベース１にはんだ接
合した絶縁基板２の外形が方形状であることから、温度サイクルなどによりはんだ接合部
に加わる熱ストレスは、図１３で表すように熱膨張，収縮量が最も大きくなる絶縁基板２
の四隅コーナー部に集中する。
【０００９】
　このために、絶縁基板２の四隅コーナーを起点にしてはんだ接合部には図１２で述べた
ようにはんだ亀裂Ｃが発生し、このはんだ亀裂Ｃが温度サイクルの繰り返しに伴い四隅コ
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ーナーから絶縁基板２の中央に向けて次第に成長するようになる。また、絶縁基板２のコ
ーナー部に発生したはんだ亀裂Ｃが基板上に搭載したシリコンチップ３（図１１参照）と
の接合面域まで成長すると、絶縁基板２から放熱用金属ベース１へ伝熱する熱流束がはん
だ亀裂Ｃにより阻害される。このために、シリコンチップ３の発生熱に対する放熱性を妨
げられ、その結果として半導体素子のジャンクション温度が異常上昇して熱破壊に至るお
それがある。
【００１０】
　しかも、セラミックの絶縁基板２を採用して組立てた半導体装置では、絶縁基板２と金
属ベース１との間の熱膨張係数差がシリコンチップ３と絶縁基板２との間の熱膨張係数差
に比べた大きく、かつ絶縁基板２と金属ベース１との間のはんだ接合部は絶縁基板２とシ
リコンチップ３との間のはんだ接合部と比べて接合面積も大である。これにより、温度サ
イクルの繰り返しによって絶縁基板２と金属ベース１との間のはんだ接合部に発生する歪
み量が大きくなる。このために、はんだ接合部にはんだ亀裂Ｃが発生するまでの時間（温
度サイクル数）が短く、かつはんだ亀裂Ｃの進展速度も早まる。
【００１１】
　なお、このような亀裂発生の現象については、前記特許文献２には、絶縁基板にマウン
トする発熱部品であるＩＧＢＴの配置を工夫することによって、はんだ接合部に生じた亀
裂を成長し難くすることが開示されている。
【００１２】
　一方、窒化アルミニウムなどのセラミック基板を用いた半導体モジュールにおいて、金
属ベース１に銅（熱膨張係数１６．５　ｐｐｍ／Ｋ）よりも低熱膨張率の材料を用い、絶
縁基板２と金属ベース１との熱膨張係数差を小さくしてはんだ接合部に加わる熱応力の緩
和を図ることが従来から実施されている。具体的には、金属ベース１にアルミニウムと炭
化珪素の複合材料（熱膨張係数７　ｐｐｍ／Ｋ），銅とモリブデンとの複合材料（熱膨張
係数７～８　ｐｐｍ／Ｋ），モリブデン（熱膨張係数５　ｐｐｍ／Ｋ)などを使用してい
る。
【００１３】
　しかしながら、前記の低熱膨張材料は、銅（熱伝導率３９８　Ｗ／ｍＫ）に比べて熱伝
導率が約半分の１８０～２１０　Ｗ／ｍＫと著しく小さくて基板としての放熱性能が劣る
。また、これら低熱膨張材料は、高融点で難加工性のＳｉＣやＭｏを焼結, 含浸するなど
の特殊な方法を用いて製造されるために価格も銅材に比べて高く、このことが半導体モジ
ュールのコストアップを招く要因となっている。
【００１４】
　さらに、前記と別なはんだ接合部に加わる応力の緩和策として、絶縁基板２と金属ベー
ス１との間を接合するはんだ層を厚くし、はんだ接合部に発生する熱的応力を低減させる
ようにした方法も従来実施されている。しかしながら、この方法ははんだ接合部の長寿命
化には効果がある反面、はんだ層を厚くすると接合部の熱抵抗が増大するために、シリコ
ンチップの発生熱に対する放熱性が低下する。さらに、はんだ接合部のはんだ層を厚くす
ると、はんだの使用量が増大するために、モジュール組立工程（はんだ付け工程）ではん
だボールが発生したり、はんだ流出が起こって製品歩留まりが低下する。さらに、はんだ
層の厚さを均一に保つことが技術的に困難になるといった問題もある。
【００１５】
　本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、パワー半導体素子などの発熱チップ部品
を搭載して放熱用金属ベース上にはんだ接合した絶縁基板において、熱サイクルの繰り返
しなどに起因してはんだ接合部にはんだ亀裂が発生するまでの時間を延ばし、さらにその
はんだ亀裂の成長を抑制してモジュールの長寿命化が図れるように改良した半導体装置を
提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、方形状のセラミック基板の両面に導体パ
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ターンを接合形成してなる絶縁基板を用いた半導体装置において、第１の発明では、前記
セラミック基板の四隅コーナー部を、面取り寸法が２ｍｍ以上１０ｍｍ未満の範囲で面取
りする。熱サイクルなどに起因してはんだ接合部に発生する応力集中を緩和させ、はんだ
に亀裂が発生するまでの時間を延ばすようにする。
【００１７】
　また、第２の発明では、前記セラミック基板のうら面側に形成した導体パターンの四隅
コーナー部を、面取り寸法が２ｍｍ以上１０ｍｍ未満の範囲で面取りする。この構成によ
っても、はんだ接合部に発生する応力集中の緩和が図られる。
【００１８】
　また、第３の発明では、前記第２の発明の特長を生かしつつ、絶縁基板としての導体回
路パターンの有効面積を確保するための手段として、次記のように構成する。すなわち、
前記セラミック基板のうら面側に形成した導体パターンの四隅コーナー部に、セラミック
基板の対角線に交差して該導体パターンを横切るスリットを形成する（請求項１）。はん
だ接合部の四隅コーナーに発生したはんだ亀裂を前記スリットで止めて、それ以上に亀裂
が進展するのを防止するようにする。ここで、前記スリットは、その始端，終端が導体パ
ターンのコーナー部から辺に沿って２ｍｍ以上１０ｍｍ未満間隔をおいて位置するように
形成し（請求項２）、スリットの幅寸法を０．５ｍｍ以上２．１ｍｍ未満の範囲に設定す
る（請求項３）。
【００１９】
　さらに、第４の発明では、前記半導体装置用絶縁基板の、前記導体パターンの層厚をセ
ラミック基板基板の板厚より厚く設定する。これにより、絶縁基板の実効的な熱膨張係数
を金属ベースの熱膨張係数に近づけてはんだ接合部に発生する応力を低減することができ
る。具体的には板厚０．２ｍｍ以上０．４ｍｍ未満のセラミック基板に対して、導体パタ
ーンの層厚を０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ未満の範囲に設定するものとする。
【００２０】
　また、導体パターンの層厚をセラミック基板の板厚よりも厚くした前記の絶縁基板につ
いても、セラミック基板あるいは導体パターンの四隅コーナー部に第１ないし第３の発明
で述べた面取り，スリットを形成するとよい。
【００２１】
　このように、第１ないし第３の発明と第４の発明を組み合わせれば、はんだ接合部が疲
労破壊に至るまでの時間をより一層延ばして長寿命化が図れる。
【００２２】
　なお、前記絶縁基板のうら面側に形成された導体パターンにはんだ接合される放熱用部
材としての金属ベースは、板状の金属でもよいし、放熱フィンを備えた金属でもよい。前
記板状の金属を用いる場合には、さらに放熱フィンを接合すればよい。
【００２３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図示実施例に基づいて説明する。なお、各実施例の図中で
、図１１に対応する部材には同一符号を付してその説明は省略する。
【００２４】
　〔参考例１〕
　図１（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の発明に対応する参考例を示すものである。
【００２５】
　まず、絶縁基板２は、方形状のセラミック基板１０のおもて，うら両面に導体パターン
１１，１２を直接接合法あるいは活性金属接合法などにより接合したものである。ここで
、セラミック基板１０は酸化アルミニウムに酸化ジルコニウムを添加した複合セラミック
（特許第２８８３７８７号，特許第３１７６８１５号公報参照）で作られている。そのサ
イズは、例えば板厚が０．２５ｍｍ、外形寸法が４０ｍｍ×４０ｍｍである。また、セラ
ミック基板１０のおもて，うら両面に接合形成した導体パターン１１，１２は、例えば厚
さ０．２５ｍｍの銅箔であり、セラミック基板１０の両面域に銅箔を接合した後、エッチ
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ングにより所定のパターンに形成する。あるいは、あらかじめ所定のパターンに形成した
銅箔をセラミック基板１０に接合してもよい。
【００２６】
　このセラミック基板の組成や導体パターンの形成方法については後述する他の実施例等
についても同様である。
【００２７】
　そして、前記構成の絶縁基板２に対して、この参考例では図１（ａ），（ｂ）で示すよ
うにセラミック基板１０の四隅コーナーに面取り加工を施して面取り部１０ａを形成して
いる。
【００２８】
　なお、セラミック基板１０の製法としては、所望サイズの基板が複数面とれる大きさの
セラミック板を焼成した後、このセラミック板から所望サイズのセラミック基板１０を裁
断して多面取りする方法がある。あるいはグリーンシートと呼ばれる焼成前の状態で所望
サイズの基板を１枚ずつ型抜きし、その後に焼成してセラミック基板とする方法がある。
そこで、前記の各製法で作成したセラミック基板１０に対しては、次記のような方法で面
取り部１０ａを形成するものとする。
【００２９】
　すなわち、焼成後のセラミック板から所望サイズのセラミック基板１０を裁断する場合
には、基板の裁断工程で面取り部１０ａの面取り加工を同時に行うものとする。なお、こ
の裁断による面取り加工法では高い仕上がり寸法精度が得られる。また、面取り部１０ａ
の形状は直線状に限定されるものではなく、例えば円弧状に切断加工することも可能であ
る。高い精度を確保するのには図示例のように直線状に加工するのが好適である。一方、
グリーンシートの状態で基板を１枚ずつ型抜きして焼成する場合には、基板抜き型の形状
を選定することで、任意な形状の面取りが可能である。例えば、面取り部１０ａの形状を
直線状，円弧状，あるいは直線状に面取りをして面取り線とセラミック板の辺との交点角
部のみをＲ形状にすることもできる。面取り部分の形状については後者の方法の方が自由
度が高い。
【００３０】
　セラミック基板１０のおもて，うら両面に接合した導体パターン１１，１２は次のよう
に形成する。まず、セラミック基板１０のうら面側に形成した導体パターン１２（金属ベ
ースに接合される）については、セラミック基板１０の外周縁から若干内側に引っ込んだ
領域に形成されている。そして、この導体パターン１２をセラミック基板１０の面取り部
１０ａの内周に沿わせて形成するために、図示参考例では基板の四隅コーナー部において
、導体パターン１２が面取りされている。これに対して、セラミック基板１０のおもて面
側に形成した導体パターン１１には、基板上に搭載するシリコンチップや他の電子部品、
および外部導出端子の接続に対応した回路パターンが形成される。
【００３１】
　次に、セラミック基板１０の四隅コーナーに形成した面取り部１０ａについて、その形
状の決め方を図１（ｂ）で説明する。すなわち、図示例ではセラミック基板１０に補助線
で表した対角線Ｌと直交する向きに直線状の面取り加工を施して面取り部１０ａを形成し
ている。この場合に、図中に表した面取り寸法ｄ（面取り加工を施す前のセラミック基板
１０の角部から辺に沿った距離）は、発明者等が行った実験，考察を基に、はんだ接合部
に加わる熱応力の緩和効果が十分に発揮できるように２～１０ｍｍの範囲に設定している
。なお、面取り部１０ａの形状は図示例の直線状のほか、円弧状（Ｒ１０～Ｒ２０ｍｍ程
度）としてもよい。さらに図１（ｂ）に記号Ｐで表した円内の部分（直線状の面取り部１
０ａとセラミック基板１０の辺との交わる部分）をＲ形状にしてもよい。
【００３２】
　また、図示参考例では、セラミック基板１０の基本形状が正方形であることを想定して
その対角線Ｌと直交する向きに直線状の面取り部１０ａを形成している。これに対して、
長方形のセラミック基板に面取り部１０ａを形成する場合には、その四隅コーナー部に前
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記条件の面取り寸法ｄを設定した上で、辺と４５°の角度に面取り加工を施せばよい。さ
らに、直線状と異なる例えば円弧状の面取り部を形成する場合には、セラミック基板１０
の四隅コーナー部から斜め４５°の補助線を想定した上で、この補助線と面取り部１０ａ
との交点で前記補助線と直交する向きに立てた垂線を基板の辺まで下ろし、この位置と基
板コーナー部までの距離を面取り寸法ｄとして定義すればよい。
【００３３】
　次に、前記参考例のようにセラミック基板１０の四隅コーナーを面取した絶縁基板と、
面取り無しの従来の絶縁基板を供試試料として、発明者等が行った温度サイクル試験につ
いて述べる。すなわち、前記した２種類の絶縁基板（供試試料）を厚さ４ｍｍの銅板の金
属ベースに搭載し、基板のうら面側に形成した導体パターンと金属ベースとの間をＳｎＰ
ｂはんだを用いてはんだ接合した。そして、この供試試料に対して－４０℃～１２５℃の
温度条件で温度サイクル試験を行った。
【００３４】
　この温度サイクル試験の結果によれば、セラミック基板１０のコーナー部に面取りを形
成しない従来の基板では、約２０００サイクルではんだ接合部に図１２で述べたはんだ亀
裂Ｃが発生した。また、そのはんだ亀裂Ｃは、熱応力が集中する基板のコーナー部分で最
初に発生していることが認められた。
【００３５】
　これに対して、セラミック基板１０の四隅コーナー部に面取り寸法ｄを３．５ｍｍとし
て面取りを施した絶縁基板では、温度サイクル試験によりはんだ亀裂が発生するまでの温
度サイクル時間は５０００サイクル程度であった。また、面取り寸法ｄを７．０ｍｍにす
ると６０００サイクルに延びることが確認された。
【００３６】
　また、前記の各供試試料について、発明者等は温度サイクル試験ではんだ接合部に加わ
る応力を調べた。これによると、面取り無しの絶縁基板（従来）のコーナー部のはんだ接
合部に加わる応力集中度を１００として、基板のコーナー部に面取り寸法ｄを３．５ｍｍ
して面取りを施したものでは、はんだ接合部の応力集中度が７３に減少した。さらに、面
取り寸法ｄを７．０ｍｍ，１０ｍｍに増すと、面取り寸法の増加に対応して応力集中度は
７２，７１に低減した。この実測結果から、セラミック基板の四隅コーナー部を面取りす
るとことにより、はんだ接合部のコーナーに加わる応力集中が緩和されてはんだ接合部の
疲労寿命が延びること確認された。
【００３７】
　なお、セラミック基板の面取り寸法ｄを１０ｍｍより大きくした絶縁基板についても、
前記と同様な温度サイクル試験を行ったところ、はんだ亀裂が発生するまでの時間は前記
した値以上の顕著な改善は見られなかった。
【００３８】
　このことから、上記のようにセラミック基板１０の四隅コーナー部に面取り寸法２～１
０ｍｍの範囲に設定した面取り部１０ａを形成することにより、はんだ接合部の疲労寿命
が延びて、パワー半導体モジュールの信頼性が向上する。なお、セラミック基板１０の面
取り寸法ｄを大きくすると、その分だけ絶縁基板２の有効伝熱面積が減少することを勘案
して、実用的には面取り寸法ｄを７．０ｍｍ以下に設定するのが好ましい。
【００３９】
　〔参考例２〕
　次に、本発明の第２の発明に対応する参考例を図２に示す。この参考例では、方形状の
セラミック基板１０のおもて，うら両面に導体パターン１１，１２を形成した絶縁基板２
を次のように構成する。すなわち、セラミック基板１０は方形状の原形のままする。本参
考例において、セラミック基板の製法は、前述の所望サイズの基板が複数面とれる大きさ
で焼成したセラミック板を裁断して多面取りする方法でもよいし、所望サイズに型抜きし
て焼成する方法でもよい。
【００４０】
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　そして、セラミック基板１０のおもて，うら両面に形成した導体パターン１１，１２の
うち、少なくとも基板のうら面側に形成して金属ベースとはんだ接合する導体パターン１
２について、その四隅コーナーに面取り寸法ｄを２～１０ｍｍの範囲に設定して面取り部
１２ａを形成する。面取りを行うことによって、金属ベースとの間のはんだ接合部に生じ
る熱応力を緩和する。
【００４１】
　これに対して、セラミック基板１０のおもて面側に形成した導体パターン１１について
は、シリコンチップなどの部品のマウント，および外部導出端子とのワイヤボンディング
に対して柔軟に対応させるようなパターン形状にすることができる。
【００４２】
　この構成によれば、導体パターン１２に形成した面取り部１２ａが先記参考例１の面取
り部と同様に機能し、金属ベースとの間のはんだ接合部に加わる熱応力を緩和する。この
点については、図２の絶縁基板２対して先記参考例１で述べたと同様に温度サイクル試験
を行った結果からも、はんだ接合部の疲労寿命が延びる効果の得られることが評価，確認
されている。
【００４３】
　〔実施例１〕
　次に、本発明の請求項１～３に対応する実施例を図３（ａ），（ｂ）および図４に示す
。この実施例においては、方形状のセラミック基板１０のおもて，うら両面に導体パター
ン１１，１２を形成した絶縁基板２を次のように構成する。すなわち、セラミック基板１
０は方形状の原形のままする。本実施例において、セラミック基板の製法は、前述の所望
サイズの基板が複数面とれる大きさで焼成したセラミック板を裁断して多面取りする方法
でもよいし、所望サイズに型抜きして焼成する方法でもよい。
【００４４】
　セラミック基板１０のおもて，うら両面に接合形成した導体パターン１１，１２のうち
、放熱用金属ベース１（図１１参照）にはんだ接合するうら面側の導体パターン１２につ
いて、その四隅コーナー部にはその対角線と直交して導体パターン１２を斜めに横切るよ
うに直線状のスリット１２ｂが形成されている。また、このスリット１２ｂはその幅Ｓを
０．５～２．１ｍｍの範囲に設定している。なお、スリット１２ｂは、図示例のように直
線状に形成する以外に、円弧などの曲線状に形成してもよい。
【００４５】
　すなわち、セラミック基板１０，あるいは該基板のおもて面側に形成した導体パターン
１１について、先記参考例のようにその四隅コーナー部を面取りすると、面取りした部分
が利用できなるために、チップ部品などを搭載する回路パターンの面積が減少してワイヤ
ボンディングや端子のはんだ付けエリアが制約を受けることになる。かかる点、この実施
例の構成では、セラミック基板１０は方形状の原形のままとした上で、図３（ａ）で示す
ようにチップ部品などを実装するおもて面側の導体パターン１１には面取り部を設けずに
その回路パターンの有効面積を最大に確保し、うら面側の導体パターン１２についてのみ
図３（ｂ）で示すように四隅コーナー部にスリット１２ｂを形成していので、基板の有効
面積が減少することはない。なお、このスリット１２ｂを設ける箇所は、先記参考例１，
２における導体パターン１２の面取り位置に準じて設定すればよい。
【００４６】
　上記の構成により、図４のように絶縁基板２を放熱用金属ベース１に搭載してはんだ接
合したモジュールの組立状態で、温度サイクルに伴う熱応力によって、金属ベースとのは
んだ接合部のコーナーにはんだ亀裂Ｃが発生したとしても、そのはんだ亀裂Ｃは前記スリ
ット１２ｂで止まり、それ以上に基板中央域に向けて亀裂Ｃが進展するのを阻止できる。
また、このスリット１２ｂの幅Ｓを０．５～２．１ｍｍの狭い範囲に設定することで、絶
縁基板２と金属ベース１との間で高い伝熱性を確保しつつ、先記した各参考例の面取り部
と同様に基板コーナー部のはんだ接合部分に発生した亀裂が基板中央域に向けて進展する
のを効果的に阻止できる。この効果については、発明者の温度サイクル試験の結果からも
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確認されている。
【００４７】
　また、この実施例の応用例として、スリット１２ｂの外側に残された三角形状の導体パ
ターン１２ｃ（図３（ｂ）参照）について、その角部をＲ形状にするなどして面取りする
こともできる。これにより、スリット１２ｂと前記角部の面取りによる相乗効果ではんだ
接合部に加わる熱応力をより一層低減できる。
【００４８】
　なお、以上述べた実施例等において、セラミック基板１０の材料は、酸化アルミニウム
，窒化アルミニウム，窒化珪素および酸化アルミニウムに酸化ジルコニウムを添加した複
合セラミックなどが好適に使用できる。また、導体パターンの材料は、銅材に限定される
ものではなく、銅とモリブデンの複合材料，銅と酸化銅の複合材料，アルミニウム，モリ
ブデン，アルミニウムと炭化珪素の複合材料も適用できる。
【００４９】
　〔参考例３〕
　次に、本発明の第４の発明に対応する参考例を図５～図９で説明する。まず、図５はこ
の参考例による絶縁基板２の構成を示し、セラミック基板１０の材料は酸化アルミニウム
に酸化ジルコニウムを添加した複合セラミックまたは窒化珪素、該セラミック基板１０の
表裏両面に形成した導体パターン１１，１２は銅箔である。ここで、導体パターン（銅箔
）１１，１２の厚さをそれぞれｔ１，ｔ２、セラミック基板１０の板厚をｔ３として、ｔ
１＞ｔ３，ｔ２＞ｔ３，ｔ１≧ｔ２となるように設定し、導体パターン１１，１２の層厚
をセラミック基板１０の板厚よりも厚くして絶縁基板２を構成している。また、製品とし
ての実用的な値として、導体パターン１１，１２の層厚ｔ１，ｔ２を０．４～０．６ｍｍ
とし、セラミック基板の板厚ｔ３を０．２～０．４ｍｍの範囲に定めている。
【００５０】
　次に、前記構成の絶縁基板，および従来の絶縁基板を供試試料として、発明者等が行っ
た温度サイクル試験について述べる。すなわち、供試試料として、セラミック基板の板厚
を０．２５ｍｍ、その両面に接合形成した導体パターン（銅箔）の厚さを０．５ｍｍとし
て製作した絶縁基板を厚さ４ｍｍの銅製ベース板にＳｎＰｂはんだを使ってはんだ接合し
た組立体、およびその比較例として板厚０．２５ｍｍのセラミック基板の両面に基板と同
じ厚さ０．２５ｍｍの導体パターン（銅）を形成して製作した絶縁基板を前記と同じ厚さ
４ｍｍの銅製ベース板にＳｎＰｂはんだを使ってはんだ接合した組立体を用意した。そし
て、先記参考例１で述べたと同様な温度サイクル試験（温度サイクル条件：－４０℃～１
２５℃）を行った。
【００５１】
　この温度サイクル試験の結果によれば、導体パターンの厚さをセラミック基板の板厚と
同じ０．２５ｍｍとした従来の絶縁基板では、約２０００サイクルを経過したところで基
板のコーナー部分にはんだ亀裂が発生することが認められた。これに対して、導体パター
ンの厚さを０．４ｍｍとした絶縁基板では、温度サイクル試験によりはんだ亀裂が発生す
るまでの温度サイクル時間は３０００サイクル程度となり、さらに導体パターンの厚さを
０．５ｍｍにすると、４０００サイクルに延びることが確認された。このことから、導体
パターン１１，１２の層厚をセラミック基板１０の板厚よりも厚く設定することにより、
はんだ亀裂の発生する温度サイクル時間が延びることが確認された。
【００５２】
　また、前記の温度サイクル試験と並行して、はんだ接合部に作用する熱応力の集中度に
ついて調べた。この結果からも、導体パターンの厚さがセラミック基板の板厚と同じ０．
２５ｍｍである絶縁基板のはんだ接合部への応力集中度を１００とすると、導体パターン
の厚さが０．４ｍｍでは応力集中度が９３となり、さらに導体パターンの厚さが０．５ｍ
ｍでは応力集中度は８８にまで低下した。このことから、導体パターンの厚みをセラミッ
ク基板の板厚より厚く設定し、かつその厚さを増大するにしたがいはんだ接合部の応力集
中度が低減して、はんだ接合部の疲労寿命が延びるようになる。
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【００５３】
　ここで、はんだ接合部に発生する応力（歪み）をより効果的に低減するには、絶縁基板
２と放熱用金属ベース１との熱膨張係数差ができるだけ小さい方が良い。そこで、前記構
成による応力低減効果が実際の製品に反映できることを検証するために、発明者は次記の
ような考察を行った。まず、絶縁基板２はセラミック板１０のおもて，うら両面に導体パ
ターン（銅）１１，１２を接合した３層構造体であることから、セラミック基板１０の熱
膨張係数をα１，縦弾性係数をＥ１，厚さをｈ１、導体パターン１１，１２の熱膨張係数
をα２，縦弾性係数をＥ２，厚さをｈ２とすると、絶縁基板２の実効的な熱膨張率αＧは
次式で表すことができる。
【００５４】
【数式１】

【００５５】
　また、上式を用いて図６に示した基板モデルの熱膨張係数αＧを算出すると、次表のよ
うになる。
【００５６】
【表１】

【００５７】
　上記の表から、セラミック基板１０の材料がアルミナに酸化ジルコニウムを添加した複
合材料、導体パターン（銅回路パターン）１１，１２が銅箔で、セラミック基板および導
体パターンの厚さが同じ０．２５ｍｍである絶縁基板２の場合には、絶縁基板の熱膨張係
数αＧは９．６であり、銅製の金属ベース（熱膨張係数：１６．５ppm ／K)とのとの熱膨
張係数差は６．９となる。これに対して、セラミック基板の板厚を０．２５ｍｍとして、
絶縁基板の導体パターンの層厚を０．４ｍｍに増すと、絶縁基板の熱膨張係数張係数差は
６．０に縮まり、導体パターンの厚さをさらに０．５ｍｍに増すと熱膨張係数差は５．６
まで縮小する。
【００５８】
　なお、絶縁基板２においては、セラミック基板１０と導体パターン１１，１２との熱膨
張係数が異なるため、先述のように温度サイクルが加わるとセラミック基板と導体パター
ン端部との接合界面付近に応力が生じる。この応力は、基板の表面側において、温度サイ
クルの昇温過程では圧縮応力，降温過程では引張応力として作用し、この引張応力がセラ
ミックの引張破壊強度を超えるとセラミック基板が破壊するおそれがある。また、この場
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合に熱応力の解析から、導体パターンの厚みを増すと、セラミック基板の引張応力が増加
するが知られている。
【００５９】
　そのために、従来では窒化アルミニウムなどのように引張破壊強度が比較的小さいセラ
ミックを用いた絶縁基板については、引張応力をセラミックの破壊強度以内に収まるよう
にするために、通常は導体パターンの厚さを０．３ｍｍ以下に設定している。これに対し
て、セラミック基板の材料として引張破壊強度が窒化アルミニウムに比べて３倍以上高い
酸化アルミニウムに酸化ジルコニウムを添加した複合セラミック（この複合セラミックに
ついては、本発明と同一出願人より特許第２８８３７８７号，特許第３１７６８１５号で
先に提案されている）、あるいは窒化ケイ素セラミックを用いれば、導体パターンの厚さ
を増すことによりセラミックに加わる引張応力は増加するが、その応力はセラミックの引
張破壊強度を下回るのでセラミックが破壊することはない。
【００６０】
　なお、図９に一般的なアルミナセラミック（厚さ０．２５ｍｍ）と高強度のジルコニア
添加のアルミナセラミック（厚さ０．２５ｍｍ）について、その両面に接合形成した銅回
路パターン（導体パターン）の厚さとセラミックに負荷される引張応力との関係を示す。
これよりアルミナセラミックに銅を貼った場合は、引張応力がセラミックの引張破壊強度
を上回っており、実際の温度サイクルにおいて数百サイクルでセラミックの破壊が発生す
る。
【００６１】
　これに対して、ジルコニア添加のアルミナセラミックに銅を貼った場合は、引張応力が
セラミックの引張破壊強度を下回っており、数千サイクルの温度サイクルにおいても、セ
ラミックの破壊は発生しない。
【００６２】
　 さらに、この参考例によれば、導体パターン１１，１２の層厚をセラミック基板１０
の板厚よりも厚くすることで、次記のような効果も得られる。
【００６３】
　（１）　絶縁基板上に実装したシリコンチップ（パワー半導体素子）３（図１０参照）
のジャンクション温度上昇を低く抑えられる。すなわち、図７はＩＧＢＴ（シリコンチッ
プ３）のコレクタに２４０Ｗの損失を負荷した実稼働の条件で実測した銅回路パターン（
導体パターン１１）の厚さと、シリコンチップのジャンクション温度との関係を表した特
性図である。この特性図から判るように、銅回路パターンの厚さを０．２５ｍｍから０．
５ｍｍに増すことにより、チップの温度上昇が１０℃程度低下して信頼性が向上する。
【００６４】
　（２）　絶縁基板の銅回路パターン（導体パターン１１）にボンディングしたアルミワ
イヤ（複数本）の温度上昇，およびその温度上昇のばらつきが低く抑えられる。すなわち
、図８（ａ）は通電に伴うボンディングワイヤの温度上昇を測定するために用意した測定
サンプルであり、絶縁基板に接合形成した導体パターン１１（銅回路パターン）に対して
、コレクタ電極１１Ｅとの間に並置して合計１０本のアルミワイヤ５（ワイヤ番号（１）
～（１０））がボンディングされている。また、図８（ｂ）は前記測定サンプルのコレク
タ電極に直流電流６００Ａを０．５ｓｅｃ通電した時に、ワイヤ番号（１）～（１０）ご
とに測定してプロットしたアルミワイヤの上昇温度と、銅回路パターンの厚さとの関係を
表した特性図である。
【００６５】
　この特性図から判るように、通電に伴うアルミワイヤ５の上昇温度はワイヤ番号（１）
～（１０）の位置によってばらつき、銅回路パターンの厚さが０．２５ｍｍである場合は
、温度上昇が最大となるワイヤ番号（１）の温度９５℃と、温度上昇が最小なワイヤ番号
（１０）の温度５９℃との間の温度差は３６℃にもなる。
【００６６】
　これに対して、銅回路パターンの厚さを０．４ｍｍに増すと、アルミワイヤの上昇温度
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は最大でも７０℃（ワイヤ番号（１））で、最も温度の低いアルミワイヤ（ワイヤ番号（
１０））との温度差は僅か６℃に縮小してワイヤ温度のばらつきが小さくなる。
【００６７】
　つまり、セラミック基板に接合形成した導体パターン１１の層厚を厚くすることにより
、この導体パターン上に分散してボンディングしたワイヤの温度上昇が均一になる。これ
は、導体パターン１１の層厚を厚くすることで電気抵抗が小さくなり、ここにボンディン
グしたワイヤの位置による抵抗の不均一性が解消されることによるものであり、これによ
りボンディングワイヤに通電する電流の不均衡化が防げる。
【００６８】
　また、導体パターン１１の層厚を厚くすることにより電気抵抗が小さくなるので、回路
パターン部（図示せず）の配線幅を狭くすることができる。回路パターン部の配線幅を狭
くすれば、セラミック基板の面積を小さくすることができ、半導体装置を小型化すること
ができる。
【００６９】
　そこで、本発明の別な参考例として、参考例３の構成による作用，効果を生かして、こ
の参考例を先記の実施例１等で述べた基板コーナー部の面取り，スリットと組合せて絶縁
基板を構成すれば、信頼性，寿命がより一層向上する。
【００７０】
　上述の各実施例等において、前記絶縁基板のうら面側に形成された導体パターンにはん
だ接合される金属ベースは、放熱用部材として機能するものであって、板状の金属、例え
ば、銅、モリブデン、アルミニウム、アルミニウムと炭化珪素の複合材料を板状に加工し
たものである。導体パターンとのはんだによる接合性や熱伝導性から銅が好適である。さ
らに、はんだによる接合性を向上させるために、金属ベースの表面をメッキ処理したもの
を用いてもよい。
【００７１】
　あるいは、前記金属ベースとして、放熱用部材としての金属製の放熱フィンでもよい。
また、前記金属ベースとして、前記板状の金属を用いる場合に、さらに放熱フィンを接合
すれば一層の放熱効果が得られる。
【００７２】
【発明の効果】
　以上述べたように、絶縁基板を用いた半導体装置について、本発明により次記の効果を
奏する。
【００７３】
　（１）セラミック基板の四隅コーナー部に面取り部，あるいは導体パターンにスリット
を形成した請求項１～３の構成を採用することにより、熱サイクルに起因する前記はんだ
接合部の熱応力を緩和してはんだ亀裂が発生するまでの時間を延ばし、さらに亀裂の成長
を抑制することができる。
【００７４】
　（２）導体パターンの厚さをセラミック基板の板厚より厚くした第４の発明の構成を採
用することにより、はんだ接合部の疲労寿命の改善と併せて、基板上にマウントしたチッ
プ部品などの温度上昇および回路部の電気抵抗を低減できる。
【００７５】
　（３）そして、半導体装置の信頼性向上，長寿命化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の参考例１に係わる絶縁基板の構造図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は（
ａ）におけるコーナー部の拡大図、（ｃ）は側面図
【図２】　本発明の参考例２に係わる絶縁基板のうら面側の平面図
【図３】　本発明の実施例１に係わる絶縁基板の構成図で、（ａ）,（ｂ）はそれぞれお
もて面側，およびうら面側の平面図
【図４】　図３の絶縁基板を放熱用金属ベースにはんだ接合した組立状態の側面図
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【図５】　本発明の参考例３に係わる絶縁基板の側面図
【図６】　図５の絶縁基板を模式的に表したモデル図
【図７】　本発明の参考例３の補足説明図で、銅回路パターンの厚さと絶縁基板にマウン
トした半導体素子の通電時におけるジャンクション温度との関係を表す特性図
【図８】　本発明の参考例３の補足説明図で、（ａ）は銅回路パターンにボンディングし
たワイヤのサンプル配列図、（ｂ）は絶縁基板の銅回路パターンの厚さと（ａ）に表した
ワイヤ番号のワイヤ上昇温度との関係を表す特性図
【図９】　本発明の参考例３の補足説明図で、銅回路パターンの厚さとセラミック基板に
発生する熱応力との関係を表す特性図
【図１０】　本発明の絶縁基板を適用するパワー半導体モジュールの組立構造図
【図１１】　図１０における主要部の構造を模式的に表した図
【図１２】　熱膨張係数の異なる接合部材の間を接合したはんだ層に生じるはんだ亀裂の
説明図
【図１３】　図１１における絶縁基板のはんだ接合部に発生するはんだ亀裂の生成分布図
【符号の説明】
　　　　１　　放熱用金属ベース
　　　　２　　絶縁基板
　　　　３　　パワー半導体素子（発熱チップ部品）
　　　　４　　外部導出端子
　　　　５　　ボンディングワイヤ
　　　１０　　セラミック基板基板
　　　１０ａ　面取り部
　　　１１　　表面側の導体パターン
　　　１２　　裏面側の導体パターン
　　　１２ｂ　スリット
　　　１３　　はんだ層
　　　　ｄ　　面取り寸法
　　　　Ｓ　　スリット幅
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